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町からのお知らせ

有
料
広
告

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
住
民
票
な
ど
の 

交
付
サ
ー
ビ
ス
を
一
部
店
舗
で
終
了
し
ま
す

　

町
で
は
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
を
搭
載
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
を
利
用

し
て
、
一
部
の
証
明
書
が
全
国
の
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
取
得
で
き

ま
す
が
、「
サ
ー
ク
ル
Ｋ
・
サ
ン
ク
ス
」

店
舗
で
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

は
11
月
30
日
（
金
）
を
も
っ
て
終
了

し
ま
し
た
。
12
月
1
日
以
降
「
サ
ー

ク
ル
Ｋ
・
サ
ン
ク
ス
」
店
舗
で
は
、

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。　

※
問
合
せ
先

　

住
民
課　

住
民
係

　

☎
９
２

－

７
９
３
２

  

む
し
歯
予
防
に
フ
ッ
化
物
塗
布
し
ま
せ
ん
か

　

定
期
的
に
フ
ッ
化
物
を
塗
布
す
る

こ
と
で
、
歯
の
表
面
を
丈
夫
に
し
、

む
し
歯
に
な
り
に
く
い
歯
を
作
り
ま

す
。
生
え
始
め
の
歯
に
は
、
特
に
効

果
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
お

子
様
の
抵
抗
感
を
軽
減
す
る
た
め
に

ジ
ェ
ル
状
で
青
り
ん
ご
味
の
フ
ッ
化

物
を
使
用
し
ま
す
。

▽
期
日　

12
月
21
日
（
金
）

▽
受
付　

午
後
１
時
～
１
時
20
分

▽
場
所　

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
対
象　

就
学
前
ま
で
の
お
子
様

　
　
　
　
（
歯
が
生
え
て
い
る
方
）

▽
内
容　

歯
科
診
察
、
フ
ッ
化
物
塗 

　
　
　
　

布
、
歯
科
保
健
ミ
ニ
講
話

▽
料
金　

３
０
０
円

▽
定
員　

50
名

▽
受
付
期
間　

　

12
月
3
日
（
月
）
～
14
日
（
金
）

※
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了

▽
持
っ
て
く
る
物

歯
ブ
ラ
シ
、
料
金
、
歯
の
健
康
手

帳
（
お
持
ち
で
な
い
方
は
当
日
発

行
し
ま
す
）

※
歯
磨
き
を
済
ま
せ
て
か
ら
、
お
越 

　

し
く
だ
さ
い
。

※
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
９
２

－

２
０
４
５

  
平
成
30
年
中
に
家
屋
を
新
築
・
増
築
・解
家
さ
れ
た
方
へ

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
で
家
屋
等
を

所
有
し
て
い
る
方
に
は
、
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
で
年
内

（
平
成
30
年
中
）に
家
屋
を
新
築
や
増

築
さ
れ
た
方
で
、
税
務
課
か
ら
の
家

屋
調
査
が
ま
だ
済
ん
で
い
な
い
方
は

至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

故
意
に
調
査
を
拒
ま
れ
た
場
合
、

家
屋
の
評
価
額
が
正
し
く
算
出
さ
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
方

は
、
必
ず
解
家
届
を
提
出
し
て
く
だ 

さ
い
。提
出
さ
れ
な
い
場
合
、次
年
度

以
降
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　

そ
の
ほ
か
、家
屋
の
用
途
変
更（
住

宅
か
ら
店
舗
へ
の
変
更
等
）
を
さ
れ

た
方
は
、
住
宅
用
地
異
動
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
・
問
合
せ
先

　

税
務
課　

固
定
資
産
税
係

　

☎
９
２

－

７
９
１
８

  

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 
第
４
次
広
域 

計
画（
案
）に
つ
い
て
の
意
見
を
募
集
し
ま
す

　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
第
４
次
広
域
計
画
は
、
広
域
連
合

及
び
構
成
市
町
が
相
互
に
そ
の
役
割

を
担
い
、
連
携
を
図
り
な
が
ら
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
広
域
行
政
事
務
を

行
う
た
め
の
基
本
的
な
指
針
と
な
る

も
の
で
す
。

　

今
年
度
が
第
３
次
広
域
計
画
の
最

終
年
度
と
な
る
た
め
、
次
期
計
画
を

策
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
計

画
（
案
）
を
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
、

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▽
募
集
期
間　

　

12
月
３
日
（
月
）
～
26
日
（
水
）

▽
閲
覧
場
所

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
事
務
局

の
窓
口
、情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー（
役

場
１
階
）、基
山
町
住
民
課
保
険
年

金
係

※
問
合
せ
先

　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

　

総
務
課  

総
務
係　

　

☎
０
９
５
２

－

６
４

－

８
４
７
６

。

、
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町からのお知らせ

【佐賀県知事選挙】  期日前投票所のご案内
問  基山町選挙管理委員会事務局（総務企画課内）　☎９２－７９１５

　広報きやま 11 月 15 日号でもお知らせをしていましたが、佐賀県知事選挙の期日前投票が、11 月 30 日（金）
から12 月 15 日（土）まで役場 1 階ロビーで実施されています。（時間は午前８時 30 分～午後８時）この期間中、
12 月 2 日（日）の第 27 回きやまロードレース大会・第４回スロージョギング ® 大会と 12 月 9 日（日）の
ふ・れ・あ・いフェスタが役場周辺で開催されるため、非常に混雑が予想されます。そのため、当該期間中は、
期日前投票所に係る入場口や駐車場を一部変更させていただきます。投票にお越しの皆さまには、大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

12 月２日（日）第 27 回きやまロードレース大会・第４回スロージョギング ® 大会開催時（午後１時ごろまで）

12 月９日（日）ふ・れ・あ・いフェスタ開催時（午後３時ごろまで）

　役場敷地の西側入口から入り、

期日前投票所用駐車場をご利用

いただき、庁舎西側自動ドアから

入場してください。

※県道基山公園線が通行止めと　 
　なっているため、役場敷地の
　南側入口（正面入口）は、進入　 
　できません。

　役場敷地の南側入口（正面入口）

から入り、期日前投票所用駐車場

をご利用いただき、正面玄関から

庁舎に入場してください。

※投票後、ふ・れ・あ・いフェスタ 
　に入場される方は、別の駐車場 
　に移動をお願いします。

（基山町役場庁舎１階）

（基山町役場庁舎１階）


